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お知らせ

「
２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査
」
に

ご
回
答
く
だ
さ
い
。

■問
経
営
企
画
課 

☎（
55
）７
１
３
３

　
総
務
省
・
経
済
産
業
省
で
は
、
６
月
１
日

現
在
で「
２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査
」を
全

国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

　
製
造
業
に
属
す
る
事
業
所
を
対
象
に
、
国

の
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
調

査
で
す
。
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の

行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て
、
広

く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
を
お
願
い
す

る
事
業
所
へ
は
、
知
事
が
任
命
し
た
統
計
調

査
員
が
５
月
中
旬
か
ら
調
査
票
を
持
っ
て
お

伺
い
し
ま
す
。（
一
部
事
業
所
に
は
国
か
ら

郵
送
で
届
き
ま
す
。）ご
回
答
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
統
計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘

密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
。

住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
導
入
補
助
金
の

制
度
が
変
わ
り
ま
す
。

■問
環
境
課 

☎（
55
）７
１
１
４

　
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を
導
入
す
る
方
に

対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
今
年

度
か
ら
次
の
設
備
に
補
助
を
行
い
ま
す
。

▼
補
助
制
度
／

［
継
続
］

・
太
陽
光
発
電
施
設 

…
最
大
5
万
円

［
新
規
］

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム

　
（
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
） 

…
一
律
1
万
円

・
蓄
電
シ
ス
テ
ム 

…
一
律
10
万
円

・
右
記
３
設
備
の
同
時
導
入
…
一
律
19
万
円

自
動
車
税
の
納
税
を
お
忘
れ
な
く
!!

納
期
限
は
５
月
31
日（
金
）で
す

■問
西
尾
張
県
税
事
務
所

☎
０
５
８
６（
45
）３
１
７
０

　
４
月
１
日
現
在
で
自
動
車
を
お
持
ち
の
方

に
、
５
月
７
日（
火
）に
県
税
事
務
所
か
ら
納

税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、
金
融
機
関
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
自
動
車
税
を

納
め
て
く
だ
さ
い（
納
付
場
所
は
、
納
税
通

知
書
の
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
を
利
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
決
済
手
数
料

が
か
か
り
ま
す
）やPayB

で
も
納
付
し
て
い

た
だ
け
ま
す
。

　
な
お
、
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き

を
他
の
人
に
依
頼
し
た
自
動
車
の
納
税
通
知

書
が
届
い
た
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
手
続
が
３

月
末
日
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
の
で
、
依
頼
先
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知
書
が

届
か
な
い
と
き
は
、
県
税
事
務
所
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

継
続
検
査
用
は
車
検
の
と
き
に
必
要
で
す
！

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の
右
側
に
は
、

「
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
継
続
検
査
用
」が

付
い
て
い
ま
す
。
車
検
を
受
け
る
と
き
に
必

要
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
で
納
税
の
方
や
減
免
対
象
者
の

方
に
は
、６
月
上
旬
に
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
新
規
取
得
や
紛
失
な
ど
の
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
請
場
所
／
収
納
課
お
よ
び
各
支
所

▼
必
要
な
も
の
／
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本

人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）、
車
検
証
、
納

税
後
す
ぐ
に
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
領
収

書
ま
た
は
振
替
記
帳
後
の
通
帳
。

あ
い
ち
技
能
伝
承
バ
ン
ク
・

技
の
伝
承
士
派
遣
事
業

■問
県
産
業
人
材
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
052（
954
）６
７
１
７

▼
対
象
／
概
ね
40
歳
代
ま
で
の
中
小
企
業
従

業
員（
外
国
人
技
能
実
習
生
も
対
象
）

▼
内
容
／
県
で
は
、
若
手
技
能
者
へ
技
能
を

伝
承
す
る
た
め
、
中
小
企
業
や
工
業
高
校
な

ど
に
熟
練
技
能
者「
あ
い
ち
技
の
伝
承
士
」を

講
師
と
し
て
派
遣
し
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
型

の
実
技
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。
講
師
派
遣

に
か
か
る
費
用
は
県
が
負
担
し
、
無
料
で
指

導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
実
施
時
期
／
５
月
か
ら
令
和
2
年
２
月
下

旬
ま
で
に
終
了

▼
講
師
派
遣
の
条
件
／
日
数　
１
～
５
日

１
日
あ
た
り
２
～
３
時
間
程
度

新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意を！！
～困ったときはご相談ください～

　新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルが発生しています。
●消費者ホットライン
　　☎188（局番なし）　地域の消費生活センターなどをご案内します。
●海部地域消費生活センター　　相談無料、予約不要
　　☎（23）0150
　　▶相談時間／月～金曜日　午前9時～午後4時30分（祝日、年末年始を除く）
●愛西市巡回相談　　相談無料、予約不要
　　▶日時／毎週金曜日　午後2時～4時30分
　　▶場所／市役所　北館２階　相談室

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  http://www.city.aisai.lg.jp/


